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序     文 
 

インドネシア共和国では32年間にわたった中央集権的なスハルト体制が1998年５月に崩壊

し、民主化に向けた改革の一環として、地方分権を推進するために2001年１月より地方自治法

（1999年５月制定）が施行され、外交、国防、司法、宗教、金融・財政を除く権限が地方政府

に移譲された。これに伴い地方における多くの中央政府の出先機関や人員が地方政府に移管さ

れた。しかしながら、地方分権の担い手となる州・県・市等の地方政府は、自らが政策を立案

し実施することに慣れておらず、またその能力も不十分であるため、地方政府の行政官や立法

府である地方議会議員等の人材育成が急務とされている。 

こうした状況を背景に、インドネシア共和国政府は我が国に対し、主に行政管理と地域開発

の分野において、地方のニーズに合った公務員の研修コースが実施されることを目的とする協

力を要請した。これを受けて国際協力機構（当時：国際協力事業団）は､2000年から2002年にか

けて４回の調査団を派遣し、プロジェクトの形成・実施の調査を行った。そして、2002年１月

20日から同26日まで実施協議調査団を派遣し討議議事録（R/D）の署名を取り交わし、同年４月

１日から３年間の予定で「地方行政人材育成プロジェクト」を開始した。なお、本プロジェク

トは2001年４月から開始された「地域開発政策支援プロジェクト」と併せて「地方行政能力向

上プログラム」を構成するに至っている。 

今般、プロジェクト期間の終了を2005年３月に控え、これまでの活動実績の確認、目標達成

度の評価を行い、今後の協力方針について相手国側と協議するため、2004年11月28日から12月

17日まで国際協力機構社会開発部第１グループ長 木下 俊夫 を総括とする終了時評価調査

団を現地に派遣した。 

本報告書は、同調査団の調査･協議結果を取りまとめたものであり、今後の国際協力活動の

進展に広く活用されることを願うものである。 

最後に、これまでプロジェクトにご協力頂いた内外関係各機関の方々に心から謝意を表する

とともに、今後の更なる発展に向け、一層のご支援をお願いする次第である。 

 

平成16年12月 

 

独立行政法人 国際協力機構 
 理事  松岡 和久 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：地方行政人材育成プロジェクト 

分野：地方行政 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：社会開発部 第1グループ 

ガバナンス・ジェンダーチーム 

協力金額（評価時点）：約３億1,198万1,000円 

（現地業務費及び機材供与費） 

（R/D）：2002年１月25日、

３年間（2002年４月～2005

年３月） 

先方関係機関：内務省、南スラウェシ州政府、北ス

マトラ州政府、ハサヌディン大学（UNHAS）等 

 

（延長）： 日本側協力機関： JICA 

（F/U）： 他の関連協力：広島県、埼玉県 

協力期間 

（E/N）：（無償）  

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）では2001年１月に地方分権に関連

する法律が施行され、外交、国防、司法、金融・財政、宗教等のマクロ政策を除き権限が中

央政府から州、県/市に移譲されることになり、人材・財源などの移管が進められている。

このため、地方政府が地域のニーズに合った公共サービスを提供するためには、政策立案、

事業実施監理、財政管理、条例策定、組織・人事管理等の能力の向上が求められており、地

方政府の人材育成が急務となっている。しかしながら、地方分権化に伴い、中央と地方の関

係が弱くなっていく状況において、地方政府は独自の人材育成のための研修を実施する能力

がいまだ十分に備わっていない。インドネシア政府は、このような状況にかんがみ、研修に

よる地方政府の人材育成向上への支援を我が国に要請した。これを受けて、我が国は、2000

年から2002年にかけて４回の調査団を派遣し、プロジェクトの形成・実施の調査を行った。

そして、2002年１月25日に討議議事録（R/D）を署名・交換し、2002年４月より３か年の予

定で技術協力プロジェクトを開始した。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標：主に行政管理と地域開発の分野において地方行政に係る人材の能力が向上

する。 

(2) プロジェクト目標：主に行政管理と地域開発の分野において、地方のニーズに合った

研修コースが実施される。 

(3) アウトプット： 

１）研修コースが地方の状況により適合したものに改善される。 

２）地方政府等が自ら必要とする研修を実施できるようになる。 

３）研修関連機関の連携が強化される（例；中央政府－地方政府、地方政府間、大学、

NGO等）。 

(4) 投入（全期間） 

日本側： 

長期専門家派遣 延べ５名 153M/M  機材供与 1,405万3,000円 

短期専門家派遣 延べ９名 6.6M/M  現地業務費 263億4,200万ルピア（現地通貨）

〔＝約２億9,792万8,000円（１ルピア＝0.01131円）〕

研修員受入れ  カウンターパート研修21名、国別特設研修45名 

相手国側： 

カウンターパート配置 54名 

土地・施設提供 専門家執務用に４部屋 

ローカルコスト負担 50億2,600万ルピア（現地通貨）（＝約5,684万4,000円） 



２．評価調査団の概要 

調 査 者 （担当分野：氏名  所属） 

総括：木下 俊夫 独立行政法人国際協力機構 社会開発部 第1グループ長 

地域開発・地方行政：下田 道敬 独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員

協力企画：竹内 清文 独立行政法人国際協力機構 社会開発部 第1グループ 

ガバナンス・ジェンダーチーム

評価分析：飯田 春海 グローバルリンクマネージメント株式会社 

調査期間 2004年11月28日～2004年12月17日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

プロジェクトでは、主に州及び県・市の地方政府の行政官を対象として、中央政府〔内務

省教育訓練庁（Badan DIKLAT）、地方自治総局（OTODA）〕、地方政府〔南スラウェシ州人材育

成局（BPSDMA）及び村落開発局（BPM）、北スマトラ州研修所等〕を実施機関として、現地国

内研修コースを実施した。2002年４月から2005年３月の終了までの３年の間に実施する研修

コース（ワークショップ、セミナー含む）は合計88コースとなり、予定受講者数は3,398名

となる予定である（2004年11月現在で71コースを実施済みであり、受講者数は2,748名であ

る。今後、更に17コースを実施し、650名の受講者を予定している）。このことから、プロジ

ェクト目標である3,100名に対する研修実施は確実に達成見込みであるといえる。 

 

これらの研修コースは、地方に対するニーズ調査や南スラウェシ州及び北スマトラ州のモ

デル地域で実施した地方政府に対する要望調査の結果から、主に①行政運営管理、②地方自

治法に基づく郡長の新たな役割、③地方財政の運営管理手法、④人事制度の改善、⑤行政の

地域間連携、⑥地域の経済開発の分野について研修コースを実施した。以下に、プロジェク

トにおいて実施した現地国内研修の年度ごとの実績を示す。 

 

プロジェクト実施による現地国内研修実績（2005年３月までの実施予定含む） 

年 度 実施研修回数 研修人数 

2002 30 1,125 

2003 31 1,283 

2004 27   990 

合 計 88 3,398 

 

上述の各研修コースの内容について、研修受講者を対象としたアンケート調査を集計した

結果、ほとんどの研修コースでおおむね高い評価が得られた。また、現地国内研修とは別に、

南スラウェシのハサヌディン大学にて実施・運営されている「コミュニティー開発修士号コ

ース」への支援も行っており、第２期生から第４期生までの支援入学者数は、合計83名とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 



３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

本プロジェクトは、インドネシアの重要な政策である地方分権の実施において、地方分

権制度の周知と実行を図りたい中央政府と、地方開発における役割と責任を担うための

人材育成を必要とする地方政府側のニーズと一致している。また、ガバナンス及び地方

分権支援は我が国のインドネシアに対する支援重点分野である。これらのことから、本

プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 

 

(2) 有効性 

本プロジェクトでは、プロジェクト終了時までに目標を達成することが明確であり、

かつ、そのための各アウトプットの貢献度は高かった。本プロジェクトでは、中央、地

方で実施した各研修では、地方政府の状況に関する研修ニーズ調査の実施、外部有識者

（主に大学関係者）を活用した研修内容の改善、効果的な研修コースの実施（受講生に

対するアクション・プランの導入）、研修スタッフに対するOJTを通じた研修の管理と運

営改善を徹底した。また、研修関係機関間の相互の連携協力を推進し、効率的な研修実

施体制の構築を図った。以上のことから、プロジェクトの有効性は高いといえる。各ア

ウトプットの達成状況は以下のとおりである。 

 

アウトプット１～３の達成状況 

アウトプット１ 中央政府機関（内務省教育訓練庁、地方自治総局）等では、

地方のニーズに即した研修コースを合計53コース、2,277

人に対して実施した。 

アウトプット２ 地方政府の研修実施機関である南スラウェシ州人材育成局

及び州村落開発局、及び北スマトラ州研修所では、自ら必

要な研修を各々実施した。（南スラウェシ州；合計25コース、

672人、北スマトラ州；合計10コース、449人） 

アウトプット３ 研修関連機関の連携強化として、中央政府である教育訓練

庁は、「郡長研修」を地方政府が実施する際に、カリキュラ

ム開発と講師を派遣して支援した。南スラウェシ州では、

州村落開発局、ハサヌディン大学、環境友の会（LML、現地

NG0）が連携して、参加型地域開発研修を実施した。北スマ

トラ州では、州研修所が中心となり、州内の県/市政府と人

材育成能力向上のための広域協力体制構築が図られた。 

 

(3) 効率性 

本プロジェクトでは、各々の活動も活動実施計画に沿って実施され、日本側、インド

ネシア側双方の投入が効果的に活用されてアウトプットの達成に結びついた。また、プ

ロジェクト運営においても、日本人専門家とインドネシア側カウンターパートとの間で

の関係は良好であり、このことが円滑な活動の実施に結びついたといえる。これらのこ

とから、本プロジェクトの効率性は高いと評価される。 

 

(4) インパクト 

本終了時評価調査では、プロジェクトの活動である現地国内研修の実施結果として、

以下のような多くのプラスの効果、影響が確認された。これらを総合的に検証した結果、

本プロジェクトによるインパクトは高いと評価される。一方で、上位目標である「地方

政府の人的資源の能力向上」に関しては、研修事業の実施支援のみで可能かどうか再検

討することも必要である。 



プロジェクトによるインパクト事例 

①研修修了生によ

るアクション・

プランの実施 

南スラウェシ、中央ジャワ、北スマトラ州をはじめ、全国各地

の州で、研修修了生が研修内で作成したアクション・プランの

実行、具体化として、地方政府における様々な行政サービスの

改善に取り組んでいる。 

②中央政府実施機

関の研修実施能

力の改善 

内務省地方自治総局では、プロジェクトを通じて地方政府を支

援する研修事業の有効性と重要性を認識し、同局が地方政府を

対象として実施した研修の効果を確認するモニタリング・評価

調査を独自に実施することとなった。 

③地方政府実施機

関の研修実施態

勢の改善 

南スラウェシ州人材育成局は、プロジェクトの実施を通じて、

州政府内で行われる研修・人材育成事業を監修する役割を確立

した。北スマトラ州研修所では、公務員のみを対象とした研修

を、東ジャワ州と事例として、民間部門も含めて幅広く人材育

成を行っていく取り組みを開始した。 

 

(5) 自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性について、インドネシアの地方分権関連法として2004年

に32号が制定され、本プロジェクトで実施した研修の効果は、引き続き維持されていく

ものと思われる。一方で、南スラウェシ州村落開発局及びハサヌディン大学以外の研修

実施機関では、プロジェクトが実施した研修の組織的、財政的措置が十分には講じられ

なかった。さらに、全般的にカウンターパート機関は、プロジェクトが活動を通じて移

転した研修コースの運営・管理の技術面において、今後とも更なる改善が必要と評価さ

れた。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

研修コースの企画と実施について、2003年度以降は、2002年度の実績を基に、モデル

である地方2州の聞き取り調査によって６つの分野に絞り込み、地方のニーズと一致し

た研修を企画、実施することができた。その結果、研修コースは研修受講生によって高

い評価を与えられるとともに、研修終了後のアクション・プランの実行に結びついた。

 

(2) 実施にプロセスに関するもの 

プロジェクトの活動では、多くのカウンターパート組織が関与した。このような状況

において、長期専門家が、現地語に堪能であり、カウンターパート側とのコミュニケー

ションを円滑に行い、相手側との良好な関係を維持することに十分な注意を払ったこと

は、特に重要であった。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

プロジェクトでは、地方分権における重要なテーマについて研修を通じて地方政府を

支援するという目的と、地方政府等の研修実施体制及び人材育成能力の強化をめざすと

いう目的の２つを包含していた。その結果、重要テーマに沿った研修の実施は多くの実

績を残したが、一方で、研修実施機関（特に州研修所）の研修実施能力の向上が十分に

は伴ってこなかった。 

 

 

 



(2) 実施プロセスに関すること 

上級公務員を対象とした研修の実施について、カウンターパートである内務省と同研

修を所掌する国家行政院（LAN）との調整が困難であり、一部の研修が継続できなかっ

た。また、南スラウェシ州及び北スマトラ州の州政府において、日本人専門家の直接的

なカウンターパートを組織長が務め、組織内部で特にプロジェクト担当官が配置されな

かったため、研修実施を担当する現場レベルの職員の技術向上が不十分なものとなり、

組織の能力向上が十分には行われなかった。 

 

３－５ 結 論 

本プロジェクトは、インドネシアの地方分権の実施における急激な変化のなかで、地方政

府の行政官に対し、地方分権の目的と内容を徹底し、新たな体制のなかで地方政府に求めら

れる任務を明らかにするために、数多くのセミナー、研修を集中的に実施した。このような

活動は、地方分権化の過渡期にあるインドネシアにおいて、新たな体制の基盤づくりに対す

る重要な支援として評価される。他方、プロジェクトがめざした現地国内研修の実践を通じ

た研修機関の組織的能力の向上については、今後の一層の強化が望まれる。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（プロジェクト終了時まで：2005年３月まで） 

① 中央及び対象２州においては、本プロジェクトを通じて導入された研修運営向上の

試みを総括し、有効と考えられる点について今後モデルとして実際に適用できるよう

にまとめる必要がある。 

② 同様に、上段であげられたような現れ始めた成果を一層確実なものにするために必

要な措置について、日本人専門家、インドネシア側及びJICA事務所の間で協議し合意

する必要がある。 

 

（プロジェクト終了後：2005年４月以降） 

① 2004年10月に公布された法令32/2004号施行に見られるように、インドネシアにお

ける地方分権化プロセスはいまだに変化し続けている。中央政府は引き続き、地方政

府職員向けのセミナー及びトレーニング等を適切に行うことにより、こうした状況に

迅速かつ柔軟に取り組むことが求められている。 

② 制度化に係る成果については重要かつ興味深い進展が見られるものの、それらはい

まだ発展の緒に就いたばかりのものが多く、インドネシア側関係機関はその定着、自

立発展を確保するために必要な活動を行っていく必要がある。 

③ 北スマトラ州における東ジャワ州との連携を通じた国内技術移転による機能向上

の試み、隣接県･市による広域協力の動きなどは大変貴重なものであり、これらにつ

いても州政府及び関係機関は実現化の努力を継続する必要がある。 

④ 教育訓練庁の実施する郡長研修に見られる新たな中央と地方の関係のモデル構築

についても、その成功及び他のテーマへの適用のための活動が関係機関により継続さ

れる必要がある。 

⑤ 南スラウェシ州の参加型地域社会開発（PLSD）研修は大変実効性が高く、他の州か

らの要請も多い。PLSD研修が南スラウェシ州のみならず他州に広く普及発展すること

が望まれる。 

⑥ 同様にハサヌディン大学でのコミュニティー開発修士コースについても継続が望

まれる。 

 

 

 

 



３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実

施、運営管理に参考となる事柄） 

（変革プロセスへの緊急支援の重要性） 

① 多くの国で強力に推進されている地方分権化は、社会にとって大変に急激かつ大規

模な変化である。この激動の過渡期をどのように乗り切るか、という「変革のプロセ

ス」は、改革の成功にとってその内容そのものに劣らず重要となる。そういう意味で

本件が行ったような過渡期における変革を地方に徹底するための集中的な支援は、ニ

ーズが高く意義も大きいものである。 

② 通常の状況下では研修実施を肩代わりするような役務提供的援助は、自立発展性の

見地から技術協力として望ましいことではない。しかし、上記のような変革期独特の

状況のなかでは、その必要性、緊急性は明らかであり、インスティテューション･ビ

ルディングや自立発展性にかかわらず例外として認められるべきである。本件に見ら

れるような激動期の支援として今後広く公式に認知されるべきであると考えられる。

③ 本件の難しさは、上記のような過渡期の特殊性とこの種の支援の重要性を明確にし

ないままに、通常のインスティテューション･ビルディング案件と同様の切り口で議

論してしまったところにあるといえる。本件は上記の「緊急援助」と人材育成に係る

地方のインスティテューション・ビルディングという２つの別個の目的を追求したも

のである。そのことを明らかにしないまま、数千人に及ぶインドネシアの地方行政官

をプロジェクトで研修するにあたり、「魚の獲り方を教えずに魚を与えている」とい

う批判を回避するために、プロジェクトの真意をあえてあいまいにし、通常の技術協

力案件であるかのようなプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）をつくって

しまったところにこそ問題があったといえる。 

 

（PCMの運用上の問題） 

④ ２つの別個の目的を混同した原因としては、PDM作成にあたってプロジェクト・サ

イクル・マネージメント（PCM）の原則に拘泥し過ぎたこともあげられる。すなわち、

PCM手法では１つの案件のプロジェクト目標は１つという原則がある。この原則に従

わせるために２つの目標を無理やり１つにしたことから本質がぼやけてしまった。本

件においてこの影響は深刻であったといわざるを得ない。プロジェクト･チームでは

PDMの解釈をめぐって「本当は何をめざしているのか？」という最も本質的な問題に

ついて延々と議論し、コンセンサスを得られないまま、本評価時まで活動を続けなけ

ればならなかった。 

⑤ このようななかで、プロジェクト･チームがそれぞれの努力により２つの目的の双

方において着実に実績を積み上げてきたことは高く評価されてよい。彼らの努力をも

ってすれば、上記のようなPDM上の問題が最初からクリアされていれば、その成果は

更に高いものになっていたと考えられる。 

⑥ 確かにPCM上１案件のプロジェクト目標は１つという原則をもつことには意味があ

る。純粋に原則的な議論をすれば、本件のケースも目標が２つなら２つのプロジェク

トとするべき、というのが「正論」である。しかしながら本件のケースに見られるよ

うに現実的には運用上１つにまとめる方が得策という判断は十分にあり得るし、また

統合による相乗効果も見込める場合がある。このような場合にプロジェクト目標は１

つというPCMの原則を固持するだけのために本来２つある目標を１つにしてしまうの

は本末転倒であり、混乱を招くだけである。今後JICA内でもPCMのあまりに厳格な適

用の弊害と柔軟な運用の必要性についてはより強く認識されるべきである。このよう

なケースに対処する方法としてはいくつかの選択肢が考えられる。１つは１案件とし

て１つのPDMをもち、そのなかに２つのプロジェクト目標をもたせること。２つ目は、

同様に１案件とするがそのなかにPDMを２つもたせること。それと３つ目は、２つの

プロジェクトから成るプログラム化である。上記いずれの選択肢をとるにしても、重

要なことは２つの目標をもつならば、それを明確に認識し、混同しないことである。



（相手機関の意欲の問題） 

⑦ 南スラウェシ州人材育成局には研修運営能力向上への意欲があまり見られなかっ

た。この点、北スマトラ州研修所の場合と対比して、インスティテューション･ビル

ディングの見地からは相手機関の意欲が決定的な要素となることが再確認できる。 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的  

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）では、2001年１月より地方自治法

（1999年５月制定）が施行され、外交、国防、司法、宗教、金融・財政を除く権限が地方政府

に移譲された。これに伴い地方における多くの中央政府の出先機関や人員が地方政府に移管さ

れた。しかしながら、地方分権の担い手となる州・県・市等の地方政府は、自らが政策を立案

し実施することに慣れておらず、またその能力も不十分であるため、地方政府の行政官や立法

府である地方議会議員等の人材育成が急務とされている。 

こうした状況を背景に、インドネシア政府は我が国に対し、主に行政管理と地域開発の分

野において、地方のニーズに合った公務員の研修コースが実施されることを目的とする協力を

要請し、2002年４月１日から３年間の予定で「地方行政人材育成プロジェクト」を開始した。

なお、本プロジェクトは2001年４月から開始された「地域開発政策支援プロジェクト」と併せ

て「地方行政能力向上プログラム」を構成するに至っている。 

今般、プロジェクト期間の終了を2005年３月に控え、これまでの活動実績の確認、目標達

成度の評価を行い、今後の協力方針について相手国側と協議するため、2004年11月28日から12

月17日まで国際協力機構社会開発部第１グループ長 木下 俊夫 を総括とする終了時評価調

査団を現地に派遣した。 

今回の終了時評価調査は、以下を目的として行われた。 

(1) プロジェクト期間満了まで４か月を残すところとなり、これまで実施した協力につい

て、当初計画に照らし、プロジェクトの活動実績、管理運営状況、カウンターパートへ

の技術移転状況等について評価を行う。 

(2) 目標の達成度を判定したうえで、今後の協力方針を相手国側と協議する。 

(3) 評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点からプロジ

ェクトチーム、インドネシア側関係者と共にプロジェクトの終了時評価を行う。 

(4) 評価結果から教訓及び提言等を導き出し、今後の協力のあり方や実施方法改善につい

て協議する。 

(5) 協議結果を双方の合意事項としてミニッツに取りまとめる。 

 

１－２ 調査団の構成 

担当業務 氏 名 所  属 

総 括 木下 俊夫 独立行政法人国際協力機構 

社会開発部 第１グループ長 

地域開発・地方行政 下田 道敬 独立行政法人国際協力機構 

国際協力専門員 

協力企画 竹内 清文 独立行政法人国際協力機構 

社会開発部第１グループ ガバナンス・ジェンダーチーム

評価分析 飯田 春海 グローバルリンクマネージメント株式会社 
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１－３ 終了時評価の方法 

本終了時評価調査では、JICA事業評価ガイドライン（改訂版）に沿い、まず、プロジェク

トのPDM上における投入と活動によるアウトプットの達成状況、その成果によるプロジェクト

目標の達成見込みについて、当初の計画に対する実績を比較し、検証を行った。その上で、評

価５項目について評価を行うとともに、阻害、貢献要因の分析を行った。評価５項目（妥当性、

有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の各ポイントは以下のとおりである。 

(1) 妥当性：相手国政府の開発政策やニーズ等と、プロジェクト目標や上位目標が一致し

ているか、日本の援助政策と整合性がとれているかについて検証する。 

(2) 有効性：プロジェクト目標の達成状況（及びその見込み）を確認し、さらにアウトプ

ットとの関係を検証する。 

(3) 効率性：プロジェクト実施における生産性の観点から、いかに投入がアウトプット達

成のために効率的になされたかを検討した。 

(4) インパクト：上位目標の達成見込みや、プロジェクトの実施によって生じた意図され

た及び意図されていなかったポジティブ及びネガティブな影響について、検証する。 

(5) 自立発展性：プロジェクト終了後に、その効果がどの程度維持され、また、拡大され

ていくのかを、組織的、財政的、技術的側面から検証する。 

 

上記の(1)～(5)の評価項目に関し、更に評価小項目、確認事項を列記したプロジェクト評

価グリッドを作成した。そして、既存のプロジェクト関連資料、カウンターパート機関及び関

係機関関係資料、プロジェクト関係者及びカウンターパートへのインタビュー結果等を、評価

作業の主な情報源とした（評価グリッドは、その評価結果を付属資料３.「ミニッツ」の

ANNEX4に英文版を、付属資料６.に和文を各々、添付した）。 

 

１－４ 評価用PDM（PDMe） 

本プロジェクトのログフレーム／PDMは、まず、2002年１月の実施協議調査団派遣時に作成

され、日本・インドネシア両国間で締結されたR/Dに添付されたものである。その後、2003年

８月に実施された運営指導調査において、実際のプロジェクトの活動の状況に合わせて、活動

項目や、プロジェクト目標の達成指標等を検討することとし、同国と協議のうえでPDMの修正

を行った。本終了時評価調査では、このPDMを基準として、評価作業を行った（英文版PDMは付

属資料３.「ミニッツ」のANNEX1を参照、また、和文版PDMは付属資料４.を参照1）。以下に、

PDMの変遷について提示する。 

 

                             
1 現地調査で使用した英文版PDMでは、枠外のプロジェクトの実施機関、対象地域、ターゲット・グループや、枠内の前

提条件、外部条件（プロジェクト目標の項）が記載されていなかった。これらは、評価内容には直接の影響はなかった

が、付属資料４.の和文版PDMには、追記しており、PDMの番号もVer.3とした。 
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表１－１ プロジェクトPDMの変遷 

プロジェクト 

の要約 
実施協議時PDM0（2002年１月）

運営指導調査時（2003年８月）

のPDM修正事項 
現行PDM概要（終了時評価使用）

スーパー 

ゴール 

 

地方政府の能力が向上する 変更なし 変更なし 

上位目標 「主に行政管理と地域開発の分

野において、地方行政にかかわ

る人材の能力が向上する」 

（指標；研修終了後に、研修生

を派遣した機関によって、実施

した研修コースが行政管理と地

域開発に役立つと評価される）

変更なし 変更なし 

プロジェクト 

目標 

「主に行政管理と地域開発の分

野において、地方のニーズに合

った研修コースが実施される」

（指標；2005年までに、4,600

名の地方政府及び関係機関の職

員が研修コースにて訓練され

る） 

プロジェクト目標達成の指標で

ある本プロジェクトによる研修

受講者数を、以下の理由から当

初の4,600名から、3,100名に減

員した。 

① 国家行政院（LAN）の実施

する階層研修との関連で、内

務 省 教 育 訓 練 庁 （ Badan 

DIKLAT）が実施する「戦略的

行政管理研修」（240名×３

年）について、同院との調整

が困難であり、実施を取りや

めた。 

② 地域開発関連の短期間のワ

ークショップやセミナーは、

地域開発政策支援プロジェク

トにて実施することとなった

（2002年度分780名）。 

「主に行政管理と地域開発の分

野において、地方のニーズに合

った研修コースが実施される」

（指標；2005年までに、3,100

名の地方政府及び関係機関の職

員が研修コースにて訓練され

る） 

アウトプット １．「研修コースが地方の状況

により適合するよう改善され

る」（指標；実施した研修コ

ースが受講生によって地方の

状況に適合していると評価さ

れる、中央政府との協力によ

って研修コースが実施され

る） 

２．「地方政府が、自ら必要と

する研修を実施できるように

なる」 

（指標；地方政府との協力に

よって研修コースが実施され

る） 

３．「研修関連機関の連携が強

化される（例：中央政府と地

方政府、地方政府間、大学、

NGO等）」 

（指標；調査及び研修上の関

係機関間の連携） 

３．の研修実施関係機関の連携

の 強 化 に 関 し 、 英 文 の

「enforced」を 

「strengthened」に表現を修

正した（ただし、和文におい

ては変更はない）。また、指

標についても、変更はない。

和文においては変更なし。英文

については、 

3「Partnership among stake-

holders is strengthened. 

(among central and regional 

governments, inter-regional 

governments, universities, 

NGOs and others)」となった。
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活 動 1「地方のニーズにより合致し

た研修を、中央政府研修機関

等と共同でジャカルタの地方

において実施する」 

1-1「中央政府が研修運営・管

理を改善する」 

1-1-1「地方の事情を調査した

うえで研修を実施する」 

1-1-2「研修生選出方法、研修

評価方法等を検討する」 

1-2「研修コース内容を改善す

る」 

1-2-1「コンサルタントを雇用

し、研修内容を改善する」 

1-3「研修教材を作成する」 

1-4「研修コースを実施する」 

1-4-1「行政管理分野の研修コ

ースを実施する」 

1-4-2「地域開発に関する行政

管理を中心とした研修コース

を実施する」 

1-4-2-1「地域開発政策支援プ

ロジェクトと連携した研修コ

ースを実施する」 

1-5「地方政府の研修ニーズ調

査を、地方において実施す

る」 

 

2「地方政府研修所等と地方政

府による人材の育成を支援す

る」 

2-1「モデルサイトにおける地

方政府の人材育成能力を向上

させる」 

2-1-1「トレーナーズトレーニ

ング等の実施」 

2-1-2「地方における研修ニー

ズ調査の実施に地方政府の参

加を得る」 

2-1-3「地方における研修を地

方政府と協力して実施する」

2-2「日本の自治制度を紹介す

る」 

2-2-1「広島県での国別特設研

修を実施する」 

2-2-2「カウンターパート研修

を行う」 

活動2-1-1にあった「トレーナ

ーズ研修を実施する」を割愛し

たほか、以下の点につき修正を

行った。 

① 中央の活動及び地方の活動

の分類を明確化 

② 細かく具体的に規定されて

いた手段を大項目中に整理

（例として、1-1-2「研修生

選出方法、研修評価方法等を

検討する」、1-3「研修教材を

作成する」については1-4

「研修コースを実施する」の

中に含め、行政管理／地域開

発の区分も特に言及しない、

等。） 

③ 研修実施の手順に沿った活

動項目の整理 

④ 地域開発プログラムとして

の活動（地方分権に関連し、

人事制度調査等、プログラム

として実施する予定であった

もの）を、可能な範囲でプロ

ジェクトとして位置づけるた

め、地方の状況についての調

査として項目として、1-1に

独立し明文化した。 

⑤ 他地域への研修活動の広報

／普及については、直接他地

域で研修を実施するという意

味ではなく、ホームページな

どによる情報提供と明確化。

1「ジャカルタ／内務本省」 

1-1「地方の事情を調査する」 

1-2「地方政府の研修ニーズを

調査する」 

1-3「外部人材を活用し研修内

容を改善する」 

1-4「研修コースを実施する」 

1-5「研修の運営・管理を改善

する」 

1-6「日本の地方自治制度を紹

介する研修を日本で実施す

る」 

 

2「南スラウェシ州及び北スマ

トラ州」 

2-1「研修ニーズ調査を実施す

る」 

2-2「研修コースを実施する」 

2-3「地方開発政策支援プロジ

ェクトと連携した研修コース

を実施する」 

2-4「地方政府による研修の運

営・管理を改善する」 

2-5「日本の地方自治制度を紹

介する研修を日本で実施す

る」 

 

3「ジャカルタ、南スラウェシ

州及び北スマトラ州」 

3-1「中央政府機関と地方政府

が協力して研修コースを実施

する」 

3-2「地方政府間の協力により

研修を実施する（州と県／

市、県と市間）」 

3-3「地方政府と大学、NGO等と

の連携を促進する」 

3-4「プロジェクトの研修活動

を他の地方政府へ広報・普及

する」 
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活 動 3「地方における研修実施機関

の協力を促進する」 

3-1「中央政府機関が、地方政

府と協力して研修を実施す

る」 

3-2「地方政府間の協力によ

り、研修を実施する（州と県

/市、県/市間）」 

3-3「地方政府と大学、NGO等と

の協力を促進する」 

3-3-1「大学等をコンサルタン

トとして雇用し、地方政府の

研修ニーズ調査を実施する」

3-4「プロジェクトの研修活動

を他の地方政府へ広報・普及

する」 

  

投 入 日本側； 

長期専門家４名、日本の地方自

治制度紹介のための短期専門

家、研修実施に必要な機材 

 

インドネシア側；カウンターパ

ート－内務本省より内務省次

官、計画局長、官房計画局より

２名、研修実施機関より各２

名、その他、専門家用事務室、

必要経費等 

＊日本側長期専門家について、

2004年２月よりジャカルタに

「研修企画運営／地方分権化動

向調査」専門家を１名、追加配

置した。これにより、長期専門

家はジャカルタに３名（チーム

リーダー、業務調整、研修企画

運営／地方分権化動向調査）、

南スラウェシ（行政研修）及び

北スマトラ（地方行政）に各１

名の、計５名体制となった。 

日本側； 

長期専門家５名、その他は変更

なし 

 

インドネシア側； 

変更なし 
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第２章 プロジェクトの概要と経緯 
 

２－１ プロジェクトの概要 

名 称 地方行政人材育成プロジェクト 

Project for Human Resources Development for Local Governance 

協力期間 2002年４月～2005年３月（３年間） 

上位目標 主に行政管理と地域開発の分野において地方行政に係る人材の能力が向

上する。 

プロジェクト目標 主に行政管理と地域開発の分野において、地方のニーズに合った研修コ

ースが実施される。 

期待される成果 １．研修コースが地方の状況により適合したものに改善される。 

２．地方政府等が自ら必要とする研修を実施できるようになる。 

３．研修関連機関の連携が強化される（例；中央政府－地方政府、地方

政府間、大学、ＮＧＯ等）。 

 

２－２ プロジェクトの経緯 

本プロジェクトは、インドネシアの要請を基に、2000年から2001年にかけて合計３回実施

された短期調査〔2000年９月17日～10月７日（第１次）、2000年11月21日～12月20日（第２次）、

2001年８月19日～10月５日（第３次）〕及び2002年１月20～26日に実施された実施協議調査に

基づき形成されたプロジェクトである。 

プロジェクト自体は2002年４月に開始されたが、開始当初は「チーフ・アドバイザー」、

「業務調整」、「行政研修監理」、「地方行政」の4名の長期専門家体制で実施していた。しかし

ながら、「行政研修監理」専門家が、ジャカルタと北スマトラの研修実施の両方を担当してお

り、専門家チーム内の業務負担が多くなったため、2003年８月に実施された運営指導調査での

提言を基に、2004年２月に「研修企画運営／地方分権動向調査」担当の長期専門家を１名追加

投入し、同専門家をジャカルタに配置した。それにあわせて、「行政研修監理」専門家は2004

年４月より、北スマトラ州研修所（メダン市）に配属となり、北スマトラでの研修を主に担当

することとなった。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側投入 

(1) 専門家派遣（詳細は、付属資料８.の「８－１ 派遣専門家リスト」参照） 

１）長期専門家 

長期専門家は、2002年４月以降、「チーフ・アドバイザー」、「業務調整」、「行政研

修監理」、「地方行政」の専門家が各１名ずつ、プロジェクト終了までの任期で派遣さ

れている。また、上記「行政研修監理」専門家が、ジャカルタと北スマトラの研修実

施を兼務していたことから、2004年２月に「研修企画運営／地方分権動向調査」担当

の専門家を新規に１名、ジャカルタに配置したため、現在は長期専門家５名体制とな

っている。 

 

２）短期専門家 

短期専門家は、これまで合計９名が派遣されている。プロジェクト立ち上げに係

る２名を除いては、主に日本の地方自治体におけるマネージメント、自治体間連携、

人事管理・評価制度分野を担った。 

 

(2) カウンターパート研修（詳細は、付属資料８.の「８－２ 本邦研修」参照） 

１）カウンターパート研修 

2002年度より計３回のカウンターパート研修が実施され、合計21名のカウンター

パートが研修に参加した2。 

 

２）国別特設研修 

国別特設研修「地方自治行政」コースは本プロジェクトが開始される以前から、

日本の自治体である広島県を受入先として、2000年より実施されていたが、2002年度

から2004年までの３回分は、本プロジェクトと連携して実施された。同３回分の研修

参加者合計は45名となっている。 

 

(3) 機材供与（詳細は、付属資料８.の「８－５ 供与機材」参照） 

日本側より、コンピューター、プリンターなどの事務機器、プロジェクターや電子黒

板等の研修用機材を中心に、機材供与を行っている。総コストは、輸送費を含めて、

1,405万3,000円となっている。 

 

(4) 現地業務費支出 

現地業務費は、現地国内研修実施経費、ハサヌディン大学コミュニティー開発修士号

コース支援経費、その他のプロジェクト運営経費に対して支出しており、総額は263億

4,200万ルピアとなっている。各内訳は、以下のとおり。 

                             
2 第３回目の研修は、アチェ紛争の影響があったため、実施時期を繰り上げて第２回と同時期に実施された。 
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１）現地国内研修実施経費 

インドネシア内で実施する国内研修は、総計88コースとなり、3,398名の研修参加

者がある。その実施経費の総額は、187億8,800万ルピアとなっている（2005年３月ま

でに実施される予定の研修コース見積もり含む。詳細は、付属資料８.の「８－６ 

現地業務費支出」参照）。 

 

２）ハサヌディン大学コミュニティー開発修士号コース支援経費 

ハサヌディン大学コミュニティー開発修士号コースの83名に対する、主に就学支

援として、22億4,400万ルピアを支出している（各期の入学者数は、付属資料８.の８

－４「ハサヌディン大学コミュニティー開発修士号コース支援」を参照）。 

 

３）その他のプロジェクト運営経費 

上記、１）、２）以外のプロジェクトの実施運営に係る業務経費として、53億

1,000万ルピアが支出されている。 

 

３－１－２ インドネシア側投入 

(1) カウンターパートの配置 

プロジェクトのカウンターパートは、中央政府の内務省、南スラウェシ州政府、北ス

マトラ州政府において、計54名が配置されている。カウンターパート内では、プロジェ

クトの実施に係る機関及び組織間の調整役を担った調整機関と、実際に国内研修実施の

実施を担った実施支援機関とに分類される（以下の表３－１～３－３のとおり。また、

個別のカウンターパート名及び担当期間は、付属資料７.の「７－１ インドネシア側

カウンターパート・リスト」参照）。 

 

１）中央政府・内務省（ジャカルタ） 

表３－１ 中央政府のカウンターパート機関 

役 割 機関名 C/P配置数 

調整機関 官房海外援助調整局（AKLN）  7 

教育訓練庁（Badan DIKLAT）  8 

地方自治総局（OTODA）  8 

地方開発総局（BANGDA）  7 

実施支援機関 

人事局  1 

合 計 31 

 

２）南スラウェシ州政府他 

表３－２ 南スラウェシのカウンターパート機関 

役 割 機関名 C/P配置数 

州人材育成局（BPSDMA）  7 

州村落開発局（BPM）  4 

ハサヌディン大学（UNHAS）  4 

実施支援機関 

NGO環境友の会（LML）  2 

合 計 17 
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３）北スマトラ州政府 

表３－３ 北スマトラのカウンターパート機関 

役 割 機関名 C/P配置数 

実施支援機関 州研修所（Provincial DIKLAT） 6 

合 計 6 

 

(2) 予算の措置 

インドネシア側カウンターパートのプロジェクト実施に係る予算負担の総額は、50億

2,617万4,178ルピアとなる。その内訳は、主にカウンターパート機関の支出による国内

研修実施経費である。また、同国内研修にスタッフを参加させる地方政府は、その研修

参加費用（交通費等）を自己負担しており、この分も上記負担額に含まれている（年度

ごとの支出については、付属資料７.の「７－２ インドネシア側予算負担」参照）。 

 

(3) 土地、施設等の提供 

日本人専門家の執務用として、ジャカルタの内務本省に２か所（官房及び教育訓練

庁）、南スラウェシ州人材育成局及び北スマトラ州研修所に各１か所のオフィスが提供

された。 

 

３－２ プロジェクトの成果 

３－２－１ 各アウトプットの達成状況 

プロジェクトのPDMに沿った各アウトプットの達成状況は、以下のとおりである（各活動の

実績については、付属資料５.のプロジェクト活動実績表参照）。 

 

(1) アウトプット１：「研修コースが地方の状況により適合するよう改善される」（指標：

１－１ 実施した研修コースが受講生によって地方の状況に適合していると評価される、

１－２ 中央政府との協力によって研修コースが実施される） 

プロジェクトでは、中央政府機関の人材育成のための訓練実施能力の改善と、実施され

る研修コース（セミナー、ワークショップ含む）の有効性を向上させるために、以下の項

目を研修実施課程に導入し、重点的に支援した。 

① 地方の状況の調査・研究 

② 地方政府の状況に関する研修ニーズ調査の実施 

③ 外部有識者（主に大学関係者）を活用した研修内容の改善 

④ 効果的な研修コースの実施（受講生に対するアクション・プランの導入） 

⑤ 研修スタッフに対するOJTを通じた研修の管理と運営改善 

中央政府の主な研修実施機関である教育訓練庁（Badan DIKLAT）と地方自治総局

（OTODA）は、プロジェクトの枠組み内で実施するすべての研修コースで、上記項目の観

点から改善を行い、合計53コース、研修人数は2,227人に対して、以下のような研修コー

スを実施することができた。 
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表３－４ 教育訓練庁（Badan DIKLAT）実施による各研修 

研修分野 年度 実施回数 研修人数 

2002  4   127 

2003  8   379 

2004  4   191 

行政能力向上研修 

計 16   697 

議員研修 2002  4   131 

2002  3   105 

2004  4   199 

郡長研修 

計  7   304 

合 計 27 1,132 

 

表３－５ 地方自治総局（OTODA）実施による研修 

研修分野 年度 実施回数 研修人数 

2003  7   349 地方自治体連携ワークショップ 

2004  6   223 

合 計 13   572 

 

表３－６ その他の実施機関による研修 

研修分野 年度 実施回数 研修人数 

地域開発計画関連研修（北スマト

ラ、ハサヌディン大学等実施） 
2002 10 520 

第３回県知事・市長セミナー 

（ハサヌディン大学実施） 
2002  2  31 

公務員人事制度比較研修ワーク

ショップ（内務省人事局実施） 
2004  1  22 

合 計 13 573 

 

そして、地方自治総局は、これまで実施した地方自治体連携のワークショップの実施

効果のモニタリングと評価のための調査を2005年に実施することとしている（また、上

記研修コースの実施による効果については、「第４章 評価結果」の「４－１－４ イ

ンパクト」の項を参照）。 

 

(2) アウトプット２：｢地方政府が、自ら必要とする研修を実施できるようになる」（指

標：地方政府との協力によって研修コースが実施される） 

プロジェクトは、南スラウェシと北スマトラのモデル・サイトにおいて、地方政府の

人材育成のための訓練実施能力の改善と、実施される研修コース（セミナー、ワークシ

ョップ含む）をより効果的にするために、以下の項目を研修実施課程に導入し、重点的

に支援した。 

① 現地における研修ニーズ調査の実施 

② 効果的な研修コースの実施（受講生に対するアクション・プランの導入） 
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③ 研修スタッフに対するOJTを通じた管理と運営改善 

南スラウェシ州の人材育成局（BPSDMA）と北スマトラ州の州研修所（Provincial 

DIKLAT）は、以下の１）及び２）のとおり、プロジェクトの枠組み内で実施するすべて

の研修コースで、上記項目の観点から改善を行い、現地のニーズに即した質の高い研修

コースを実施することができた。また、地域主導で開発を進めていくために、「地域開

発政策支援」プロジェクトとの連携による研修を実施した（これらの研修コースの実施

成果については、「第４章 評価結果」の「４－１－４ インパクト」の項を参照）。 

 

１）南スラウェシ州 

南スラウェシにおいて、州人材育成局を実施機関として、行政サービス及び行政

管理分野について、能力向上を図る研修を主に実施した。また、プロジェクトは、参

加型地域社会開発（PLSD）研修について3、州村落開発局（BPM）、ハサヌディン大学

（UNHAS）4、及びNGOである環境友の会（LML）を実施機関として、州政府、及び州内

の県・市政府職員、NGO職員を対象として広範に、研修の実施を行った。さらに、ハ

サヌディン大学で1999年に開設されたコミュニティー開発修士号コースに対し、本プ

ロジェクトでは第２期生から第４期生の入学者に対する人選と授業料負担等の支援を

行った5。同コースは、主に州政府、県政府、NGOの職員を対象としており、南スラウ

ェシ州のみならず、他州においても高い評判を得ている。南スラウェシ州では、合計

25コースを実施し、研修人数は672人となっている。各研修コースの実施回数は、以

下のとおりである。 

 

表３－７ 南スラウェシ州人材育成局（BPSDMA）実施による研修 

研修分野 年度 実施回数 研修人数 

2002  1  89 

2003  6 249 

2004  4 127 

行政サービス及び行政管理能力

向上 

計 11 465 

地域開発計画（州開発企画局と

共催） 

2003  1  30 

合 計 12 495 

 

                             
3 参加型地域社会開発（PLSD）研修は、1997年より2002年まで当地において実施された「スラウェシ貧困対策支援村落開

発」プロジェクトにおいて、開発、実施に移されたもので、本プロジェクトはその枠組みを2002年度より引き継ぐ形で、

研修を実施している。 
4 ハサヌディン大学におけるPLSD研修は、公共政策・開発マネージメントセンター（PSKMP）が実施、運営を行っている。 
5 同大学のコミュニティー開発センターが、同修士号コースの実施と運営を行っている。 
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表３－８ 南スラウェシ州村落開発局（BPM）他実施研修 

研修分野 年度 実施回数 研修人数 

2002  5  95 

2003  4  73 

参加型地域社会開発（PLSD）研修

（州村落開発局、ハサヌディン

大学、環境友の会実施） 2004  5  98 

合 計 14 266 

 

表３－９ コミュニティー開発修士号プログラム 

研修分野 年度 実施回数 研修人数 

2002 第２期生 27 

第３期生 28 

コミュニティー開発修士号（ハ

サヌディン大学実施）＊ 2003 

第４期生 28 

合 計  83 
＊コミュニティー開発修士号は、２か年のコースであり、第２期生については第２年

度より支援を開始（第１年度は未支援）。また、第３期生と第４期生は、2003年度

に同時期の入学となっている。 

 

２）北スマトラ州 

北スマトラにおいて、州研修所を実施機関として、州の人材育成の観点から行政

能力向上や研修講師育成等、合計10コース、449人に対して様々な研修が実施された。

主な研修実施内容は、表３－10を参照。北スマトラ州研修所は、プロジェクトにおい

て、これらの研修の計画、実施、管理を通じて、州政府内の人材育成機関としての研

修実施能力を確実に高めてきた。 

 

表３－10 北スマトラ州研修所（Provincial DIKLAT）実施による各研修 

研修分野 年度 実施回数 研修人数 

2002  1  30 

2003  1  40 

グッド・ガバナンス 

計  2  70 

2002  1  27 

2003  1  22 

2004  1  50 

地域開発計画（州開発企画局と

共催） 

計  3  99 

2003  1  30 

2004  2  68 

研修運営 

計  3  98 

研修講師養成（TOT） 2003  1  30 

北スマトラ州地方行政人材育成

ワークショップ 

2003  1  30 

合 計 10 327 
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北スマトラ州研修所は、さらに、北スマトラ州全般の人材育成能力向上を図るた

め、州内の下位自治体（県及び市）とともに、人材育成に係る広域協力の枠組みを創

設する取り組みを開始している。 

 

(3) アウトプット３：「研修関連機関の連携が強化される（例：中央政府と地方政府、地

方政府間、大学、NGO等）」（指標：調査及び研修上の関係機関間の連携） 

 

１）中央レベル 

プロジェクトの枠組みのなかで、教育訓練庁は、地方政府が各地域で実施する研

修実施において様々な協力を行った。例えば、郡長研修の一環として2004年度に実施

された４回の「郡長研修・トライアル／TOT」では、教育訓練庁は、各州の研修講師

に対する研修のカリキュラムの作成を、各州との協力の下に行った。また、北スマト

ラ州が企画した「グッド・ガバナンス」研修の実施に際しては、カリキュラム開発と

講師派遣を行うことで支援した。 

 

２）南スラウェシ 

南スラウェシ州人材育成局は、州開発計画局、州村落開発局とともに研修実施に

おける様々な協力を行った。また、PLSD研修の実施については、同研修実施枠組み6

において、州村落開発局、ハサヌディン大学、環境友の会が、研修カリキュラムの内

容改定や講師の派遣等において、協調して行っている。また、ハサヌディン大学が実

施しているコミュニティー開発修士号コースにおいても、州村落開発局が志望者の受

入確認を行うなどの協力を行っている。 

 

３）北スマトラ 

北スマトラ州研修所では、上述したように州全般の人材育成能力向上を図るため

の県及び市政府との広域協力体制の創設を図っている。また、州研修所の研修監理運

営能力向上と機能の拡大について、東ジャワ州研修所との相互交流を開始している。 

 

３－３ プロジェクト目標の達成度 

３－３－１ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：「主に行政管理と地域開発の分野において、地方のニーズに合った研

修コースが実施される」（指標：2005年３月までに、3,100人の地方政府及び関係機関の職

員が研修コースにて訓練される） 

 

2002年４月に開始された本プロジェクトは、2005年３月の終了までの３年の間に実施す

る研修コース（ワークショップ、セミナー含む）は、合計88コースとなり、予定受講者数

は、3,398名となる予定である（2004年11月現在で71コースを実施済みであり、受講者数は

                             
6 「スラウェシ貧困対策支援村落開発」プロジェクトの実施成果を引き継ぐために、南スラウェシ州政府において、州知

事令によって州村落開発局を中心に、ハサヌディン大学や環境友の会と連携協力を行うフォローアップ・チームが結成

されている。 
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2,748名である。今後、更に17コースを実施し、650名の受講者を予定している）。このこと

から、プロジェクト目標は確実に達成見込みであるといえる。 

これらの研修コースは、主に州及び県・市の地方政府職員／公務員を対象として、実施

している。研修内容は、2002年度は、プロジェクトの形成時の調査（第２次、第３次短期

調査）結果を基にコースの分野及び内容を決定した。そして、2003年度以降においては、

モデル地域である南スラウェシ、北スマトラにて地方政府に対する要望調査を実施し、そ

の結果を踏まえて研修実施内容を確定した。結果として、インドネシアの地方の研修ニー

ズに関して、①行政運営管理、②地方自治法に基づく郡長の新たな役割、③地方財政の運

営管理手法、④人事制度の改善、⑤行政の地域間連携、⑥地域の経済開発、等に明確化し

た。 

プロジェクトでは、実施した研修コースにおいて、受講者アンケートを実施している。

研修コースの内容について、アンケートを集計した結果、ほとんどの研修コースがおおむ

ね高い評価を受けていることを確認した（国内実施研修のリストは、付属資料９.「現地国

内研修実績リスト」を参照。また、研修コースのアンケート結果については、付属資料３.

「 ミ ニ ッ ツ 」 の ANNEX 9 “ Evaluation Report on Training/Workshops/Seminars in 

Japanese Fiscal Year 2003 and 2004”を参照）。表３－11に、プロジェクトにおいて実施

した現地国内研修の年度ごとの実績を示す。 

 

表３－11 プロジェクト実施国内研修実績（2005年３月までの実施予定含む） 

年度 実施研修回数 研修人数 

2002 30 1,125 

2003 31 1,283 

2004 27   990 

合計 88 3,398 
＊上記研修人数には、ハサヌディン大学実施の「コミュニティー開発修

士号コース」支援分は含まれていない。 

 

また、「３－２－１ 各アウトプットの達成状況」において、既述したとおり、現地国内

研修とは別に、南スラウェシのハサヌディン大学にて実施・運営されている「コミュニテ

ィー開発修士号コース」への支援も行っており、第２期生から第４期生までの支援入学者

数は、合計83名となっている（各期の入学者数は、付属８.の８－４「ハサヌディン大学コ

ミュニティー開発修士号コース支援」を参照）。 

 

３－３－２ 上位目標の達成度 

上位目標：「主に行政管理と地域開発の分野において、地方行政にかかわる人材の能力が向

上する」（指標：研修終了後に、研修生を派遣した機関によって、実施した研修コースが行

政管理と地域開発に役立つと評価される） 

 

上記、プロジェクト目標の達成の項で記述したとおり、プロジェクトが実施した研修コ

ースは、地方政府の職員／公務員である受講者から、高い評価を得ている。そして、受講
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生が、研修内で個々に作成したアクション・プランの実行として、各々の地方政府の現場

において様々な行政サービスや行政機構の改善、地域開発の推進の形で現れている。しか

し、これらの多くの研修成果の事例のみならず、研修生を派遣した機関により実施された

研修コースの評価が必要である。一方で、上位目標で掲げられている地方政府の人的資源

の能力の向上が可能であると評価することは難しい。 

 

３－４ プロジェクトの実施プロセス 

プロジェクトの実施プロセスにおいて、活動は活動実施計画に沿って実施され、かつ、モ

ニタリングが適切に行われていた。カウンターパート機関側との合同調整委員会は、2003年度

より年１回ずつ開催されており、プロジェクトの進捗確認がなされるとともに、活動予定につ

いて協議が行われた。また、日本人専門家とカウンターパートの関係性は良好であり、プロジ

ェクトの活動は円滑に実施された。これらの観点から、プロジェクトの実施プロセスは全般に

良好であったといえる。 

一方で、インドネシア政府内の研修の実施は、各省庁の実施機関において複雑多岐にわた

っており、各州研修所が行っている研修講師研修（TOT研修）は、研修実施能力を高めるため

に重要な研修であったが、同研修のカリキュラムが国家行政院（LAN）の管轄であり、内務省

との調整が困難であったことから、プロジェクトで継続的な研修ができなかった。また、プロ

ジェクトのチーム・リーダーと業務調整員が、「地方行政能力向上プログラム」のチーム・リ

ーダーと業務調整員を、各々、兼任していたことから、個人的な負担は大きかった。 
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第４章 評価結果 
 

４－１ 評価５項目の評価結果 

４－１－１ 妥当性 

妥当性は、プロジェクトが定めた上位目標とプロジェクト目標が、被援助国の開発政策

やターゲットグループのニーズと一致しているか、また、これらの目標を達成するための

プロジェクト・デザインが妥当であったかを検証するものである。本プロジェクトは、イ

ンドネシアの開発政策において重要な課題である地方分権の実施と、地方分権において開

発における役割と責任が増加した地方政府側のニーズと一致しており、かつ、これらへの

支援は日本の政府開発援助の重点分野であることから、妥当性は高いと判断される。詳細

は、以下のとおりである。 

 

(1) インドネシア政府の政策・制度等との合致 

インドネシアでは、従来の中央集権構造を改めて地方分権を推進するために、1999年

に地方自治法第22号を制定し、2001年に施行している。この背景において、地方政府で

ある州及び県／市の担う地域開発や住民に対する行政サービスの提供等に係る役割は増

大している。しかし、地方政府自身がこれらの役割に伴う知識や能力を十分にもってい

なかった。本プロジェクトは、地方政府職員に対する研修の実施を通じて知識や技術を

提供することで、地方分権下における地方政府の円滑な業務の実施を支援するものであ

る。 

 

(2) インドネシアの地方政府のニーズとの合致 

上記(1)のとおり、従来、中央政府の枠組みにおいて行われてきた地域の開発計画の

策定、行政サービスの提供、行政管理運営等を、地方分権によって地方政府自身が担う

こととなった。しかし、地方分権の実施直後において、地方政府全般の能力の向上が求

められていたが、地方政府内において人的資源の開発が十分になされていなかった。本

プロジェクトは、主に地域開発と行政管理の分野において、研修の実施を通じた地方政

府が求める人的能力の向上を迅速に図るものであり、インドネシアの地方政府のニーズ

と一致している。 

 

(3) プロジェクト・デザインの妥当性 

本プロジェクトでは、地方政府の能力向上に必要な人材育成を図るために、中央政府

の内務省教育訓練庁（Badan DIKLAT）及び同省地方自治総局（OTODA）、南スラウェシ州

政府人材育成局（ BPSDMA）及び村落開発局（ BPM）、北スマトラ州政府研修所

（Provincial DIKLAT）と協力して、地方政府の人材育成に必要と思われる研修事業を、

中央、地方で実施する構成となっている。プロジェクトのアウトプットにおいては、地

方政府に対する研修コースの提供のみならず、今後のインドネシアにおける地方政府の

人材育成のモデルケースを提示するために、上述の中央及び地方政府機関において、研

修実施能力の向上が図られている。 
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(4) 日本の開発援助政策との整合性 

日本の政府開発援助における対インドネシア援助方針では、「民間主導の持続的な成

長」、「民主的で公正な社会づくり」、「平和と安定」が重点分野となっている。そして、

「民主的で公正な社会づくり」のなかで、地方分権を含むガバナンス支援は重点項目と

なっている。同様に、JICAのインドネシアへの国別事業実施計画では、地域開発と地方

分権への支援は重要課題となっている。これらの観点から、本プロジェクトは、日本の

政府開発援助及びJICAの国別事業実施計画と整合しているといえる。 

 

４－１－２ 有効性 

有効性とは、プロジェクト実施によって、ターゲット・グループに対して所期の便益を

もたらすことができたどうかを評価するものである。そのためにはプロジェクト目標の達

成度を分析するとともに、その内容について、プロジェクトの活動によるアウトプットの

貢献度を検証することが必要である。本プロジェクトでは、プロジェクト終了時までに目

標を達成することが明確であり、かつ、そのための各アウトプットの貢献も効果的であっ

た。このことから、プロジェクトの有効性は高いといえる。詳細は、以下のとおりである。 

 

(1) プロジェクト目標達成度 

プロジェクト目標の達成状況について、2005年４月までに、プロジェクトで実施する

地方政府の行政管理、及び地域開発に関する研修コースは、総計88コースとなり、その

受講者の総数は3,398名に達する見込みである。この結果、プロジェクト目標の指標で

ある「2005年３月までに、3,100人の地方政府及び関係機関の職員が研修コースにて訓

練される」は確実に達成される見込みである（各年度の実績については、「第３章 プ

ロジェクトの実績」の項、「３－３ プロジェクト目標達成度」の「３－３－１ プロ

ジェクト目標の達成状況」を参照）。 

本プロジェクトでは、研修の効果を高めるために、地域のニーズを調査し、かつ、地

方政府との協議の下に、研修テーマと内容を検討している。また、研修実施においては、

研修実施機関の能力向上の観点から、効率的な研修管理・運営方式を導入している。そ

のため、研修終了後の修了生に対するアンケートの結果によると、ほとんどの研修内容

について高い評価がなされた。また、2001年のインドネシアの地方分権の実施において、

プロジェクトで実施された研修コースが、地方分権における役割を十分に理解していな

かった地方政府に対する地方分権政策の啓発・普及の役割を担ったことは、高く評価さ

れる7（本研修の国内実施研修のリストは、付属資料９.「国内研修実績リスト」を参照。

また、研修コースのアンケート結果については、付属資料３.「ミニッツ」のANNEX 9 

“ Evaluation Report on Training/Workshops/Seminars in Japanese Fiscal Year 

2003 and 2004”を参照）。 

 

(2) プロジェクトの有効性を高める貢献要因 

プロジェクトの目標を達成する過程において、アウトプット・レベルで達成された以

                             
7 官房海外援助調整局長のコメントより。 
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下のような要因が、プロジェクトの有効性を高めている。 

 

１）地方のニーズ調査実施による、地方ニーズと合致した研修分野の絞り込み 

2002年度には、プロジェクトの形成時の調査（第２次、第３次短期調査）におけ

るインドネシア政府側や地域開発専門家からの要望を基に、研修コースの分野及び内

容を決定した。しかし、2003年度以降においては、より地方政府側のニーズに応えた

研修を実施するため、モデル地域である南スラウェシ、北スマトラにて地方政府に対

する要望調査を実施し、その結果を踏まえて研修実施内容を確定していった。結果と

して、インドネシアの地方の研修ニーズに関して、①行政運営管理、②地方自治法に

基づく郡長の新たな役割、③地方財政の運営管理手法、④人事制度の改善、⑤行政の

地域間連携、⑥地域の経済開発、等に明確化され、そのうえで本プロジェクトにおけ

る専門性を勘案して、研修を実施した。 

 

２）アクション・プランの導入による高い研修成果の発現効果 

プロジェクトで実施する研修コースにおいて、研修生に対しアクション・プラン

の作成を研修内で義務づけている。そのため、研修生が講義の内容を、研修終了後に

より具体的な行動に結び付けることが可能となっており、多くの修了生が、各々の地

方政府の職場において、多岐にわたる業務の具体的な改善活動の実施に結びつけてい

る（研修実施による成果の事例については、「４－１－４ インパクト」の項を参照）。 

 

３）研修事業の実施効果を向上するための評価とコース内容の改善 

プロジェクトで実施した研修は、上記の１）にあるとおり、地域のニーズに合わ

せて実施しているが、それのみならず、各研修における実施効果の発現のために、実

施後の評価を実施して、研修内容の向上を図っている。以下は、その事例として、中

央政府の教育訓練庁が実施する郡長研修、及び南スラウェシ州の村落開発局等が実施

するPLSD研修について掲げる。 

 

表４－１ 研修内容の改善事例 

研修コース名及び 

実施機関名 
研修改善プロセス 

郡長研修（中央／

教育訓練庁実施） 

① 当初、各地域の郡長を直接対象とした研修を中央レベルで実施。 

② 実施状況を評価した結果、教材内容の改訂が必要となり、外部有識

者のみならず、内務省内の郡長経験者を入れて実践的な教材となるよ

うに配慮して改訂した。 

③ 同改訂教材を用いて、実際の郡長を対象とした模擬研修（トライア

ウト研修）を実施し、その評価を基に、実例を組み込む等の改善を再

度、行って教材を改訂した。 

④ 再改訂を行った教材を用いて、各地方で郡長に対して研修を実施す

る研修担当者に対する教官研修を実施した。このことが、各地方政府

による郡長研修実施に拡大、発展につながった。 
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PLSD研修（南スラ

ウェシ州村落開発

局等実施） 

① 2002年度に南スラウェシ州でプロジェクトが実施した研修コースの

インパクト評価の一環として調査を実施。 

② 州内の全研修修了生へのアンケート調査、複数のサンプル県の修了

生によるグループ・ディスカッション、聞き取り調査等の結果を総合

的に分析した結果、研修生個人レベルでは非常に高い評価を受けてい

るが、その実践面においては、組織内部での理解の不足、法的（公

的）枠組みの未整備の2点が課題として掲げられた。 

③ 課題への対応策として、研修受講者間の協力を促せるようなフォー

ラムの形成と、地方政府（県／市）における政策決定者の関与の重要

性を提起した。 

④ 2004年度では、上記を考慮して同研修コースを実施した結果、北部

ルウ県において、県政府全体でPLSDの概念の導入を図るセミナーの開

催と、フォーラムの形成への動きにつながった。 

 

４）地方政府の研修実施能力の改善 

プロジェクトでは、カウンターパートである中央及び地方政府の研修実施機関と

の研修コースの実施においては以下のようなスタンダードを導入している。 

① 地方政府側の研修ニーズの把握 

② 外部人材を用いた研修内容の改善 

③ 研修コースのモニタリング・評価 

一方で、地方政府においては研修実施者の研修実施に対する意識が高いとはいえ

ないため、北スマトラでは、上述のスタンダードを基に、さらに研修実施体制につい

ても以下のような基準を導入して、州研修所自身の能力向上を行っている。 

 

表４－２ 北スマトラにおける研修実施体制の改善 

項 目 改善された点 

州政府全体で研修事

業の取り組み 
研修の企画、実施過程における州政府他部局との定期的な調整会合

を実施した。 
研修コースごとの研修講師、研修担当官（コーディネーター）、書

記（モニタリング）、受講者登録・教材配布係の４名を任命し、チ

ーム体制によるコースの実施を行うとともに、研修所員の責任を明

確化した。 

研修の実施・運営 

研修実施における時間厳守を徹底した。 
 

モニタリング・評価 研修実施における研修所員によるモニタリング、講師評価、研修運

営全般の評価を実施した。 
 

 

５）既存のプロジェクトの成果の定着と拡大 

南スラウェシで実施しているPLSD研修コースは、2002年3月に終了した「スラウェ

シ貧困対策支援村落開発計画」において開発、実施に移された研修事業を、同プロジ

ェクト終了後のフォローアップとして引き継いだものである。前プロジェクトでは、

州内のタカラール県をパイロットとしており、州内の他地域に対する投入は限定され

ていた。しかし、本プロジェクトが同事業を継続することによって、研修コースの質
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を保ちながら、南スラウェシ州内の全県／市8を対象として、広範に実施した結果、

南スラウェシ州内のほとんどすべての県／市政府を対象とすることができた9。現在、

インドネシアの地域開発において、住民参加による地域開発が求められているなかで、

地域内の人材に対し広く研修を行った貢献は高く評価できる。 

 

(3) 阻害要因 

プロジェクト目標を達成するための阻害要因は、特になかった。一方で、上述（２）

のアウトプットの達成において、ジャカルタ、南スラウェシ、北スマトラにおける各活

動は、各々の地域の事情から個別の活動に終始した傾向があり、各モデル・サイト相互

の連携協力が十分には考慮して実施されなかった。この観点から、プロジェクトの枠組

み内で、各々の各モデル・サイト活動の相互の連携協力の枠組みをもつことが可能であ

ったならば、プロジェクト効果の更なる増大が得られることも可能であったと思われる。 

 

４－１－３ 効率性 

効率性とは、プロジェクト実施過程における生産性のことであり、投入がアウトプット

にどれだけ効率的に転換されたかを検討する。本プロジェクトでは、投入が効果的に活用

され、アウトプットの達成に結びついた。また、プロジェクト運営においても、日本人専

門家とインドネシア側カウンターパートとの関係は良好であり、このことが円滑な活動実

施に結びついたといえる。これらのことから、本プロジェクトの効率性は高いと評価され

る。詳細は、以下のとおりである（各投入の実績については、「第３章 プロジェクトの実

績」の項、「３－１ 投入実績」を参照）。 

 

(1) 投入によるアウトプットの達成度 

アウトプットは、投入の有効な活用によって計画どおりに達成された。つまり、①中

央政府である内務省の教育訓練庁及び地方自治総局と共同で地域ニーズに合致した研修

を実施できた。②南スラウェシ州及び北スマトラ州において、各々の州研修所（BPSDMA

及びProvincial DIKLAT）の研修運営を改善するとともに必要と思われる研修を実施で

きた。③中央及び地方において、各政府内部で研修実施機関と他局間、大学等との連携

が進み、地方のニーズに包括的に対処することができた。上記のアウトプットを達成す

るために、各投入とプロジェクトの活動は適切であったといえる（各アウトプットの達

成状況については、「第３章 プロジェクトの実績」の項、「３－２－１ 各アウトプッ

トの達成状況」を参照）。 

 

                             
8 同州の24県、３市において、19州県市をプロジェクトの枠組み内で実施した研修コースでカバーした。残りの県につい

ては、州村落開発局が独自に実施したPLSD研修によってカバーされている（杉永専門家作成「PLSD研修及びコミュニテ

ィー開発修士号に関する現況報告、2004年8月」より）。 
9 本プロジェクトの３か年では、合計266人の南スラウェシ州関係者に対して、PLSD研修を実施した（このうち、NGO職員

は55人である）。このほかに州村落開発局独自で、州内関係者向けに同研修を実施しており、その研修の受講者数の実

数は更に多くなる。 
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(2) 日本側投入 

１）長期専門家 

長期及び短期専門家の派遣は、数、時期、専門性共に適切であった。また、長期

専門家は、現地語に堪能で、インドネシア側との円滑なコミュニケーションが可能で

あり、相手側の事情に精通していたことが、アウトプットの達成を容易にしたといえ

る。また、北スマトラに関しては、当初、専門家がジャカルタとの研修実施を兼轄し

ていたため、同地における研修事業の開始は2003年となった。当初より、現行の長期

専門家５名体制で実施していた場合には、アウトプットの達成は更に早まったと思わ

れる。 

 

２）短期専門家 

短期専門家の派遣は、数、時期、専門性共に適切であった。短期専門家によって

実施された地方政府における人材育成、人事管理や、地方政府間連携分野の研修は、

インドネシアの地方分権において、重要性が高く、カウンターパートをはじめ、イン

ドネシア側の関心も高かった。 

 

３）研修事業（現地国内研修、国別特設研修） 

カウンターパート・トレーニング、国別特設研修共に、実施の遅延もなく円滑に

実施されるとともに、インドネシア側関係者の日本の地方自治に対する理解の増進に

貢献した。特に、2002年度に実施された管理職レベルを対象としたカウンターパー

ト・トレーニングは、研修実施後にカウンターパート側でプロジェクトに対する理解

が進み、プロジェクトの活動の良好な環境づくりに貢献した。 

 

４）供与機材、現地業務費支出 

主に事務機材、研修用機材を中心に供与された機材は適切であり、有効に使用さ

れた。また、現地業務費は、主に現地国内研修の実施に支出され、各プロジェクト・

サイトにおける円滑な研修コースの実施に結びついた。 

 

(3) インドネシア側投入 

１）カウンターパート人員の配置 

内務省の海外援助調整局（AKLN）は、インドネシア側のカウンターパート機関に

おいて、プロジェクトの窓口となり、カウンターパート全体を統括し、中央・地方政

府の研修実施機関間の調整を円滑に行った。また、内務省教育訓練庁及び同省地方自

治総局は、研修の実施機関として、職員の国内研修実施に対する意識が高く、積極的

にプロジェクトに協力した。これらのことが、プロジェクトの現地国内研修の円滑な

実施に結びついたといえる。 

一方で、南スラウェシの州人材育成局、北スマトラの州研修所においては、日本

人専門家の直接的なカウンターパートは、各々、局長、研修所長となっていたが、実

務担当者レベルにおけるプロジェクト担当が配置されなかった。このことは、国内研

修の実施に支障はなかったものの、北スマトラでは、研修所長は関心が高く、協力的
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であったが、南スラウェシ人材育成局では、人材育成局長自身のコミットメントが弱

かったため、専門家による十分な組織能力向上を図ることが困難であった。 

このように両研修所では、組織長の関与によりプロジェクトへの対応が異なり、

かつ、組織内部での役割分担が明確でなかったことから、個々の職員のなかには積極

的な取り組み姿勢が見られることもあったが、組織全体としてはプロジェクトへの取

り組みが十分とはいえなかったといえる。 

 

２）ローカルコスト負担他 

カウンターパート機関は、ローカルコスト負担として、現地国内研修の実施にお

けるプロジェクト実施経費の一部を負担している。このことは、カウンターパート機

関が限られた予算内において、国内実施研修についてオーナーシップ意識をもち、相

応の負担を行ったといえる。また、国内実施研修に職員を研修生として参加させた地

方政府は、研修参加に必要な交通費等の諸費用を自己負担している。 

 

(4) プロジェクトの運営体制 

プロジェクトでは、実施計画表に沿ったモニタリングを行い、計画に対する活動の実

施状況や、アウトプット及びプロジェクト目標の達成状況について確認を行ってきた。

また、日本・インドネシア双方による合同調整委員会は2003年より年１回、計２回開催

されており、プロジェクトの進捗の確認と情報の共有が図られた。これらのことから、

日本人専門家と、インドネシア側カウンターパートの間でのコミュニケーションは円滑

であり、情報の共有が図られていたことから、プロジェクトの運営体制は良好であった。 

 

４－１－４ インパクト 

インパクトとは、プロジェクト実施により生じた直接的及び間接的なポジティブ、ネガ

ティブな効果、影響のことである。また、このなかには意図していたもの、意図していな

かったものも含まれる。本終了時評価調査では、プロジェクトの活動である現地国内研修

の実施結果として、多くのプラスの効果、影響が確認された。これらを総合的に検証した

結果、本プロジェクトによるインパクトは高いと評価した。しかし、上位目標の達成には、

同目標の対象である「地方政府の人的資源の能力」に関して、研修事業の実施のみで可能

であるかどうかを再検討することも必要である。詳細は、以下のとおりである。 

 

(1) 上位目標の達成見込み 

本プロジェクトで実施した研修コースにおいては、研修修了生が個々に作成したアク

ション・プランに基づいて、各々の地方政府の現場において様々な行政サービスや行政

機構の改善が行われている。しかしながら、こうした研修の改善が、上位目標「主に行

政管理と地域開発の分野において地方行政に係る人材の能力が向上する」にある地方政

府の人的資源の能力の向上に結びつくと現時点で判断することは難しいと考えられる。 

 

(2) 意図していたポジティブ・インパクト 

プロジェクトで実施した現地国内研修の効果として、多くの受講生によるアクショ
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ン・プランの実行、具体化が現れている。ここでは、いくつかの事例をプロジェクトの

インパクトとして以下に例示する10。 

 

１）中央（ジャカルタ） 

表４－３ 中央政府機関の実施した研修の成果事例 

研修コース名及び 

実施機関名 
研修成果の事例 

①郡長教官研修 

（教育訓練庁実施） 

同研修コースに研修生を送った各州政府では、リャウ州では同コー

スの研修修了生を教官として、州政府独自で郡長研修を実施する予

定である。また、このような動きは、南スラウェシ、バンテン、東

カリマンタンの各州においても見られている。 

②郡長研修及び行政運

営改善研修 

（教育訓練庁実施） 

多くの地方政府の研修修了生が、各々の行政サービスの効果的な実

施のために、以下のような改善に取り組み始めていることが報告さ

れている11。 

・中央ジャワ州、ブロア県における、住民参加型による道路建設事

業の実施 

・北スマトラ州、アサハン県における、事業許可証発行に係る手続

きの効率化への改善 

・中部スラウェシ州、バル市における貧困層の生計向上プロジェク

トの実施と世界銀行プログラムからの支援の取り付け 

・中部ジャワ州、ボヨラリ県の政府機構の効率化のための改編、等

である。 

③自治体間連携研修 

（地方自治総局実施）

同研修コースに参加した複数の地方政府において、各地で具体的に

地方政府間の連携推進の動きが起こり始めている。 

 

２）南スラウェシ 

表４－４ 南スラウェシ州機関の実施した研修の成果事例 

研修コース名及び 

実施機関名 
研修成果の事例 

州内の多くの県で、研修修了生による様々な地域の参加型開発の取

り組みが行われている。一方で、地方政府が組織的に参加型開発に

取り組むために、政策決定者を含む様々なレベルの関係者に対する

包括的な研修を実施した結果、北部ルウ県において、県政府主催の

県全体でPLSDの概念の導入を図るセミナーが開催され、参加型開発

推進のためのフォーラム形成につながった。 

①PLSD研修 

（州村落開発局、ハサ

ヌディン大学、環境

友の会実施） 

ハサヌディン大学では、同研修コースの地域における重要性とニー

ズの高さをかんがみて、2005年度においては、研修事業を３か月に

拡大、発展する予定である。 

②村長サービス・マネ

ージメント研修 

（州人材育成局実施）

同研修コースで実施されたフィールド研修のモデル・エリアにおい

て、研修に参加した同村の村長が、研修で得た手法を導入して、

様々な村内の開発課題に住民参加型の手法を導入し、問題の改善に

取り組んでいる。 

                             
10 これらの事例は、専門家からのインタビューから徴集したものを主に記載した。また、一部、研修以外の調査研究によ

る効果も含む。 
11 本終了時評価収集資料の中嶋専門家の各「出張報告書」による。同専門家が、2004年５月及び９月に、東部及び中部ジ

ャワ、中部スラウェシ州において実施した研修生のアクション・プラン実施状況調査では、15件以上の各地方政府職員

による様々な地方行政の改善の事例が掲げられている。 
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３）北スマトラ 

表４－５ 北スマトラ州機関の実施した研修の成果及び調査事例 

研修コース名及び 

実施機関名 
研修成果の事例 

地方行政人材育成ワー

クショップ 

北スマトラ州全般の人材育成能力向上を図るため、北スマトラ州研

修所が主導して、州内の下位自治体（県及び市）と共に、人材育成

に係る広域協力の枠組みを創設する取り組みを開始している。 

３州における教育訓練

局の比較研究（州研修

所実施） 

州研修所の研修監理運営能力向上と機能の拡大について、北スマト

ラと東ジャワ間で、州研修所同士の相互交流が開始され、研修所関

係者のみならず、同州議会関係者が来訪し、両州間の協力について

模索するに至っている。 

 

４）その他 

表４－６ その他の研修等の成果事例 

研修コース名及び 

実施機関名 
研修成果の事例 

国別特設研修 

（本邦研修） 

北スマトラ州ビンジャイ市の南ビンジャイ郡長は、住民に対する情

報公開と行政サービス向上のために、郡庁舎における行政サービ

ス・リストを公示し、パンフレットの作成12と来訪者への提供を行

っている。また、郡内では、住民基礎台帳が未整備であったことか

ら、同台帳整備のために基礎調査を実施している。 

コミュニティー開発修

士号コース 

（ハサヌディン大学実

施） 

同コース修了生は、職場を越えてコミュニティー開発の専門家とし

て活動しており、従来のインドネシアにおける開発計画立案システ

ムであるP5D13の改善等に取り組んでいる。また、2004年４月時点

で、63%（19人中）はコミュニティー開発と関係がある部署に配置

され、修士号で得られた成果が生かされる環境にあり、長期的な観

点からの活躍が地方政府組織から期待されている。 

 

(3) 意図していなかったポジティブ・インパクト 

意図していなかったポジティブ・インパクトとしては、以下のような変化が主にカウ

ンターパート機関の研修に対する取り組みにおいて現れていることが確認された。 

 

１）複数の州政府において、中央の教育訓練庁作成のカリキュラムを使用して行政運営

改善研修を、自ら実施するようになった。 

 

２）中央の内務省地方自治総局は、地方政府に対する政策の実施ツールとして研修事業

の重要性を認識し、同局が実施した自治体間連携研修について、2005年度には研修実

施後の成果を確認するためのモニタリング・評価調査を企画し、実施する予定である。 

 

３）南スラウェシ州では、プロジェクトにおいて、州人材育成局は州内他部局が協調し

て研修コースを実施することができた。また、この経験をモデルとして、州政府の施

策であった人材育成局の州政府内で行われる人材育成事業への関与に関し、実質的な

                             
12 同パンフレットの作成、印刷は、プロジェクトが支援を行った。 
13 Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 
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具体化が行われていくこととなった14。 

 

４）北スマトラ州では、州研修所で実施する研修が公務員のみを対象としていたことに

関し、地域開発の広範な課題に対処するために、公務員以外の民間部門も対象として

人材育成を行うよう、東ジャワを事例に、新たな公的研修所の役割を模索するように

なった。 

 

(4) 意図していなかったネガティブ・インパクト 

特に南スラウェシ、北スマトラの州研修所では、各研修事業の実施に関し、専門家の

果たす役割が大きかったことに比較して、カウンターパート側の関与が十分ではなかっ

た。そのため、カウンターパート側の技術的向上やインスティテューション・ビルディ

ングが十分には進まなかった。また、研修実施に係る資金面に関し、プロジェクト側の

負担が多く、中央、地方政府共にカウンターパート側の負担が十分ではなかったことが

指摘される。 

 

４－１－５ 自立発展性 

自立発展性とは、プロジェクト終了後において、プロジェクト実施による効果が持続さ

れるかどうか、それらの阻害及び貢献要因について、政策及び制度的側面、組織及び財政

的側面、そして技術的側面から検証するものである。本プロジェクトの自立発展性につい

て、カウンターパート側の組織的、財政的、技術的な自立発展性に関し、今後とも改善が

必要と判断された。詳細は、以下に示すとおりである。 

 

(1) 政策及び制度的自立発展性 

インドネシアの地方分権関連法案は、2001年に施行された22号の改定を目的として、

2004年に32号が制定されている。同32号では、22号においてあいまいであった、中央、

州と県・市の各政府間の関係と役割が明確にされており、同国の地方分権は今後も続い

ていくと思われる。本プロジェクトで実施した研修の実施成果は、そのなかで引き続き

維持されていくものと思われる。 

 

(2) 組織及び財政的自立発展性 

南スラウェシ州村落開発局及びハサヌディン大学では、今後、2005年度以降のPLSD研

修を実施するための組織的、財政的な措置が講じられることとなっている。しかし、他

のカウンターパート機関では、プロジェクトが実施した研修をそのまま引き継ぐことや、

プロジェクトの成果を持続するための組織的、財政的措置が十分に講じられるか不透明

な状況である。 

 

(3) 技術的自立発展性 

中央政府の内務省教育訓練庁が、郡長関連研修の実施運営を継続することに関し、技

                             
14 2003年の南スラウェシ州知事令において、州内の様々な機関が実施するすべての研修は、その情報が州人材育成局に知

らされなければならないことが定められたが、プロジェクトが実施されるまで実行されていなかった。 
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術的には問題がないと思われる。また、同様に、南スラウェシ州村落開発局及びハサヌ

ディン大学が、PLSD研修の実施運営を継続することに関し、技術的には問題がないと思

われる。しかし、上述の機関を除いては、全般的にカウンターパート機関は、プロジェ

クトが活動を通じて移転した研修コースの運営・管理に係る技術と知識を、自ら活用し

ていくには、更なる協力の継続が必要と思われる。 

 

４－２ 効果発現に係る貢献・阻害要因 

 以下に、プロジェクト効果の発現に特にかかわりのあったと思われる貢献、阻害要因を掲げ

る。 

 

(1) 計画内容に関するもの 

１）貢献要因 

研修コースの企画と実施について、2003年度以降は、2002年度の実績を基に、モデル

である地方２州の聞き取り調査によって分野を６つに絞り込み、地方のニーズと一致し

た研修の企画、実施をすることができた。このことが、研修終了後に、研修終了性から

の高い評価とアクション・プランの実施に結びついた。 

 

２）阻害要因 

プロジェクトでは活動とアウトプット・レベルにおいて、地方分権における重要なテ

ーマについて研修を実施することを通じて地方政府を支援するという目的と、地方政府

等の研修実施体制及び人材育成能力の強化を研修の実践を通じてめざすという目的が並

立していた。両者を明確に区分せず、目的があいまいなままプロジェクト活動が行われ

てしまった感が否めない。その結果、重要テーマに沿った研修の実施は多くの実績を残

しているが、一方で、研修実施機関（特に州研修所）の研修実施能力の向上が十分に伴

ってこなかった。同様に、本プロジェクトと関連性があるとして枠組みに入れられた国

別特設研修についても、プロジェクト内部での効果を得るための具体的な活動上のかか

わり（例えば、帰国研修員のフォローアップ等）は一部の例を除いてはほとんどなかっ

た。 

 

(2) 実施プロセスに関するもの 

１）貢献要因 

プロジェクトの活動では、多くのカウンターパート組織が関与した。このような状況

において、長期専門家が、現地語に堪能であり、カウンターパート側とのコミュニケー

ションを円滑に行い、相手側との良好な関係を維持することに十分な注意を払ったこと

は、特に重要であった。 

 

２）阻害要因 

・インドネシア政府内の研修の実施は内務省、国家行政院（LAN）、各分野省庁等、実施

機関が多様かつ複雑多岐にわたっており、調整、連携が困難であった。このため、各

州研修所が行っている研修講師研修（TOT研修）は、研修実施能力を高めるために最
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も重要な研修でありながら、カリキュラムが国家行政院の管轄であり、内務省との調

整が困難であったことから、プロジェクトで継続的な研修ができなかった。 

・本プロジェクトと「地方開発政策支援プロジェクト」で形成されている「地方行政能

力向上プログラム」において、同プロジェクトのチーム・リーダーと業務調整員が、

同プログラムのリーダーと業務調整員を兼任していた。そのため、両者の個人的な負

担が大きくなった。 

・南スラウェシ、及び北スマトラのカウンターパート機関において、日本人専門家の直

接的なカウンターパートは、各々、局長、研修所長となっており、組織内部で特にプ

ロジェクト担当官が配置されなかった。このため、専門家と局長、研修所長とのコミ

ュニケーションが主となり、組織全体でのプロジェクトへのかかわりに偏りが生じた。

結果として、実施を担う現場レベルの職員の技術向上に結びつかず、組織の能力向上

を十分に行うことができなかった。 

 

４－３ 結 論 

(1) プロジェクト開始当初はプロジェクトの実施体制整備、研修テーマの絞り込み等困難

な面もあったが、その後は内務省内及び各州のニーズ調査を基に、主に５分野に重点を

絞った研修が行われ、指標である3,100人の研修についてはプロジェクト終了時までに達

成される見込みである。その意味でプロジェクトの目標は達成されたといえることから、

プロジェクトは予定どおり2005年３月をもって終了することをインドネシア側と合意し

た。 

 

(2) 本プロジェクトは、2001年に地方分権化法22／1999号が施行された翌年の2002年４月

に開始した。法律22／1999号によって始まった地方分権化改革は、国家の基本構造を揺

るがす大変革であった。ここ数年のインドネシア社会はこの変革の嵐にもまれながら、

試行錯誤を繰り返して方向性を模索してきたといえる。本調査のつい１か月前、2004年

10月になって、州の権限を大幅に復活させると同時に国、州、県市それぞれの役割をよ

り細かく規定した法令32／2004号が出された。このこと自体、2001年の改革で行き過ぎ

た部分を修正する「揺り戻し」的動きといえ、この国がいまだ試行錯誤の真っ最中であ

ることを示すものである。 

 

(3) このような激動期にあって、本プロジェクトは２つのことを同時にめざしたといえる。

１つは、この急激な変化のなかで、地方の行政官に対し変革の目的と内容を徹底し、新

たな体制のなかでそれぞれに求められる任務を明らかにすることで混乱を防ぎ、この地

方分権化を成功に導くための基盤をつくることである。この目的の下、プロジェクトで

は地域間連携に係るワークショップ、パブリックマネージメントリフォームコース研修

等数多くのセミナー、研修を集中的に実施した。このような形での協力は、地方分権化

の過渡期にあるインドネシアにおいて緊急に必要であった変革の基盤づくりに対する重

要な支援として評価されている。 

(4) 他方、プロジェクトがめざしたもう１つの点は、現地国内研修の実践を通じた研修機

関のインスティテューション・ビルディングであるが、この点については一層の強化が
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望まれる。プロジェクトが困難に直面した主な理由としては以下の点があげられる。 

１）プロジェクトが①研修の実践を通じて地方政府等の研修実施体制、人材育成能力の強

化をめざすのか、②いくつかの重要なテーマについての地方政府の行政能力の向上自体

をめざすのかが計画段階から明確になっておらず、目的があいまいなまま現地国内研修

が行われた。 

２）研修については内務省、国家行政院、各ライン・ミニストリー等実施機関が多様かつ

複雑多岐にわたっており、その間の仕切り、調整、連携が困難であった。例えば各州研

修所が行っている研修講師研修（TOT研修）などは研修実施能力を高めるために最も重

要な研修であるが、そのカリキュラムは国家行政院の管轄であり内務省－州研修所の範

囲では改善ができないため、プロジェクトとして運営制度強化に手を出せなかった等。 

 

(5) しかしながら、制度化の側面についてもここにきて以下のような興味深い成果の芽が

現れつつある。 

１）プロジェクトの活動によりカウンターパート側に、計画･企画段階、実施段階、評価

段階を通じて質の向上の必要性とそのために必要な改善要素についての認識が生まれて

いる。 

２）研修で受講生にアクション・プランを作成させ、それを研修後各自の実務において実

施させ、モニター及びフォローアップするという方法が試行されている。 

３）北スマトラでは上記のほかにもいくつかの興味深い成果が見られる。具体的には、 

・グッドガバナンス研修においては州の重要政策を日々の業務に反映するために何が必

要かを戦略的に分析し行動計画を策定実施し業務を改善するという、政策推進型モデ

ルを構築している。 

・州政府内の各部局及び県・市と対話形式の協議を行うことなどが定着し始めている。 

・研修運営においてはコーディネーター（全体運営）、書記（モニタリング）、受講者登

録・教材配布係の3名を配置し、質の向上を図ると同時に次回以降への経験のフィー

ドバックができる体制を試行している。 

・先進の東ジャワ州との交流が生まれ、インドネシア内での技術移転を模索する動きが

生まれつつある。 

・研修業務を隣接する複数県・市が協力して実施する体制を構築する広域協力への関心

が高まっている。 

 

(6) 北スマトラ州では上記のように様々な興味深い変化の兆しが現れているものの、本地

域での実質的活動開始は2003年３月であり、これらの成果はやっと出始めたところであ

る。今後のより一層の普及発展には引き続き何らかのフォローアップが必要と考えられ

る。 

 

(7) 南スラウェシ州においても以下のような成果が認められる。 

１）直接のカウンターパートである州人材育成局内で研修実施に係る規範意識が向上する

とともに、州政府開発企画局（BAPPEDA）、州村落開発局等他局との業務協力が可能とな

るなどのインパクトが認められる。また、プロジェクトは、州内の様々な機関が実施す
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るすべての研修につき、その情報が州人材育成局に知らされなければならないというこ

とを命じた2003年の州知事令を徹底するのに貢献した。これは州の研修管理の調整にお

ける重要な進展を意味する。 

２）村落開発局、ハサヌディン大学、環境友の会(NGO)との協力で実施している参加型地

域開発研修(PLSD)が大きな成果をあげ、プロジェクト終了後も自立発展が十分に見込め

る。 

３）同様にハサヌディン大学でのコミュニティー開発修士コースにおいても大きな成果が

あがっており、引き続き高いニーズがある。 

 

(8) しかしながら、南スラウェシ州人材育成局には、公務員昇級研修（エセロン研修）以外

の研修、すなわち州研修所独自の研修の質の向上には関心が薄く、そういう意味でプロジ

ェクトが直接めざした研修所の運営能力向上という点についての成果には限りがあった。 

 

(9) 中央では内務省教育訓練庁が行ってきた郡長研修について、その実施を州レベルに移行

するプロセスが進んでいる。中央（教育訓練庁）は州レベルでの実施を可能にするよう講

師養成研修を実施するとともに講師への支援、研修内容の質の確保のためのモニタリング

の役割を果たす計画である。中央と地方の関係のひとつのモデルを提供するものとして期

待される。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提 言 

（プロジェクト終了時まで：2005年３月まで） 

① 中央及び対象２州においては、本プロジェクトを通じて導入された研修運営向上の試

みを総括し、有効と考えられる点について今後モデルとして実際に適用できるようにま

とめる必要がある。 

② 同様に、上段であげられたような現れ始めた成果を一層確実なものにするために必要

な措置について、日本人専門家、インドネシア側及びJICA事務所の間で協議し合意する

必要がある。 

 

（プロジェクト終了後：2005年４月以降） 

① 2004年10月に公布された法令32/2004号施行に見られるように、インドネシアにおけ

る地方分権化プロセスはいまだに変化し続けている。中央政府は引き続き、地方政府職

員向けのセミナー及びトレーニング等を適切に行うことにより、こうした状況に迅速か

つ柔軟に取り組むことが求められている。 

② 制度化に係る成果については重要かつ興味深い進展が見られるものの、それらはまだ

発展の緒に就いたばかりのものが多く、インドネシア側関係機関はその定着、自立発展

を確保するために必要な活動を行っていく必要がある。 

③ 北スマトラ州における東ジャワ州との連携を通じた国内技術移転による機能向上の試

み、隣接県･市による広域協力の動きなどは大変貴重なものであり、これらについても

州政府及び関係機関は実現化の努力を継続する必要がある。 

④ 教育訓練庁の実施する郡長研修に見られる新たな中央と地方の関係のモデル構築につ

いても、その成功及び他のテーマへの適用のための活動が関係機関により継続される必

要がある。 

⑤ 南スラウェシ州のPLSD研修は大変実効性が高く、他の州からの要請も多い。PLSD研修

が南スラウェシ州のみならず他州に広く普及発展することが望まれる。 

⑥ 同様にハサヌディン大学でのコミュニティー開発修士コースについても継続が望まれ

る。 

 

５－２ 教 訓 

５－２－１ 変革プロセスへの緊急支援の重要性 

多くの国で強力に推進されている地方分権化は、社会にとって大変に急激かつ大規模な

変化である。この激動の過渡期をどのように乗り切るか、という「変革のプロセス」は、

改革の成功にとってその内容そのものに劣らず重要となる。そういう意味で本件が行った

ような過渡期における変革を地方に徹底するための集中的支援は、ニーズが高く意義も大

きいものである。 

通常の状況下では研修の肩代わりのような役務提供的援助は、自立発展性の見地から技

術協力として望ましいことではない。しかし、上記のような変革期独特の状況のなかでは、

その必要性、緊急性は明らかであり、インスティテューション･ビルディングや自立発展性
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にかかわらず例外として認められるべきである。本件に見られるような激動期の支援とし

て今後広く公式に認知されるべきであると考えられる。 

本件の難しさは、上記のような過渡期の特殊性とこの種の支援の重要性を明確にしない

ままに、通常のインスティテューション･ビルディング案件と同様の切り口で議論してしま

ったところにあるといえる「４－３ 結論」で言及したとおり、本件は上記の「緊急援

助」と人材育成に係る地方のインスティテューション・ビルディングという２つの別個の

目的を追求したものである。そのことを明らかにしないまま、数千人に及ぶインドネシア

の地方行政官をプロジェクトで研修するにあたり、「魚の獲り方を教えずに魚を与えてい

る」という批判を回避するために、プロジェクトの真意をあえてあいまいにし、通常の技

術協力案件であるかのようなPDMを作ってしまったところにこそ問題があったといえる。 

 

５－２－２ PCMの運用上の問題 

２つの別個の目的を混同した原因としては、PDM作成にあたってPCMの原則に拘泥し過ぎ

たこともあげられる。すなわち、PCM手法では１つの案件のプロジェクト目標は１つという

原則がある。この原則に従わせるために２つの目標を無理やり１つにしたことから本質が

ぼやけてしまった。本件においてこの影響は深刻であったといわざるを得ない。プロジェ

クト･チームではPDMの解釈をめぐって「本当は何をめざしているのか？」という最も本質

的な問題について延々と議論し、コンセンサスを得られないまま、本評価時まで活動を続

けなければならなかった。 

このようななかで、プロジェクト･チームがそれぞれの努力により２つの目的の双方にお

いて着実に実績を積み上げてきたことは高く評価されてよい。彼らの努力をもってすれば、

上記のようなPDM上の問題が最初からクリアされていれば、その成果は更に高いものになっ

ていたと考えられる。 

確かにPCM上１案件のプロジェクト目標は１つという原則をもつことには意味がある。純

粋に原則的な議論をすれば、本件のケースも目標が２つなら２つのプロジェクトとするべ

き、というのが「正論」である。しかしながら本件のケースに見られるように現実的には

運用上１つにまとめる方が得策という判断は十分にあり得るし、また統合による相乗効果

も見込める場合がある。このような場合にプロジェクト目標は１つというPCMの原則を固持

するだけのために本来２つある目標を１つにしてしまうのは本末転倒であり、混乱を招く

だけである。今後JICA内でもPCMのあまりに厳格な適用の弊害と柔軟な運用の必要性につい

てはより強く認識されるべきである。このようなケースに対処する方法としてはいくつか

の選択肢が考えられる。１つは１案件として１つのPDMをもち、そのなかに２つのプロジェ

クト目標をもたせること。２つ目は、同様に１案件とするがそのなかにPDMを２つもたせる

こと。それと３つ目は、２つのプロジェクトから成るプログラム化である。上記いずれの

選択肢をとるにしても、重要なことは２つの目標をもつならば、それを明確に認識し、混

同しないことである。 

 

５－２－３ 相手機関の意欲の問題 

「４－３ 結論」で言及したとおり、南スラウェシ州人材育成局には研修運営能力向上

への意欲があまり見られなかった。この点、北スマトラ州研修所の場合と対比して、イン
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スティテューション･ビルディングの見地からは相手機関の意欲が決定的な要素となること

が再確認できる。 
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付属資料１ 調査日程 

 

日程：2004年 11月 28日(日)～2004年 12月 18日(土) 
行程 月日 

木下団長 飯田団員 下田団員、竹内団員 
11/28 日 移動（成田→ジャカルタ） 
11/29 月 JICAインドネシア事務所表敬、打合せ 

内務省援助調整局元長官表敬、ヒアリング

JICA専門家打合せ 
11/30 火 内務省教育訓練庁インタビュー 

移動（ジャカルタ→マカッサル） 
12/1 水 JICA専門家打合せ 

ハサヌディン大学公共開発・開発マネジメ

ントセンターインタビュー 
同大学コミュニティ開発センターインタ

ビュー 
本プロジェクト研修参加者インタビュー 

12/2 木 南スラウェシ州人材育成局インタビュー 
南スラウェシ州村落開発局インタビュー 
本プロジェクト研修参加者インタビュー 
                                       

12/3 金 本プロジェクト研修参加者インタビュー

（マロス県）    
移動（メダン→ジャカルタ）        

 

12/4 土 資料整理 移動（成田→ジャカルタ）

12/5 日 資料整理 移動（ジャカルタ→マカッ

サル） 
（地域開発政策支援プロ

ジェクトの終了時評価に

参加） 
12/6 月 ＣＰ研修員インタビュー 

本プロジェクト研修参加者インタビュー 
国別特設研修員インタビュー 

 

12/7 火 内務省地方自治総局インタビュー 
内務省援助調整局インタビュー 
移動（ジャカルタ→メダン） 
 

移動（マカッサル→ジャカ

ルタ） 
 

ＪＩＣＡ専門家打ち合わせ 
 
 

移動（ジャカルタ→メダ

ン） 
 

12/8 水 

北スマトラ州研修所インタビュー 
本プロジェクト研修参加者インタビュー 

12/9 木 本プロジェクト研修参加者インタビュー 
国別特設研修研修員インタビュー 

12/10 金 

 

南ビンジャイ郡視察（国別特設研修研修員インタビュー） 
異動（メダン→ジャカルタ） 
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12/11 土 移動（成田→ジャ
カルタ） 

資料整理、団内協議 

12/12 日 団内協議 
12/13 月 JICAインドネシア事務所表敬、打合せ 

JICA専門家打合せ 
内務省援助庁政局長インタビュー 

12/14 火 内務省地域開発総局、各州開発企画局打合せ（地域開発政策支援プロジェクト） 
12/15 水 内務省援助調整局、内務省教育訓練庁、内務省地方自治総局、北スマトラ州政府研修所打

合せ 
12/16 木 内務省援助調整局、内務省教育訓練庁打合せ 
12/17 金 ミニッツ署名 

日本大使館報告 
JICAインドネシア事務所報告 
移動（ジャカルタ→成田）（木下団長を除く） 

12/18 土 成田到着 
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付属資料２ 主要面談者リスト（JICAインドネシア事務所、日本人専門家除く） 

 

１．内務省 

A.海外協力管理局 (AKLN) 

Drs. Nuryanto, MPA 局長 

Ir. Imron Rachman 二国間協力課長 

B.教育訓練庁 (DIKLAT) 

Drs. H. Usman Sood 長官 

Ir. Imam Bonila Sombu, Msc 官房局学習資源及び協力研修課長 

Drs. Ismail Ginting, Msi 政府及び政治研修課長 

Mr. Nurdin, S.Sos, Msi 職員 

C.地方自治総局 (OTODA) 

Ir. Dudie Djamaludin 局長補佐 

Drs. Syafii, Msi 管理課長 

Kurniasih, SH, Msi 機構課長 

 

２．南スラウェシ州 

南スラウェシ州人材育成局（BPSDMA） 

Drs. Andi Murny Amien Situru, Msi 局長 

南スラウェシ州村落開発局（BPM） 

Dra. Hj. A. Husnah Latief, Msi 局長 

Drs. Muhammad Firda Msi 職員 

Ir. Mosran A. Muchsin Msi 職員 

Ir. Amir Rahmah, Msi 職員 

Hasanuddin University (UNHAS) 

Dr. Deddy T. Tikson コミュニティー開発センター長 

Mr. Bakhtiar Mustari 公共政策と開発管理学科(PSKMP)講師 
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３．北スマトラ州 

北スマトラ州研修所(DIKLAT) 

Mr. H. Taufik M. Lubis 所長 

Mr. Abdul Jalil, SH 次長 

Mr. Johny Ginting, SH, MAP 分析課長 

Mr. Yansen Marpaung 専門職研修課長 

Drs. Deliana Nasution 技術研修課長 

Mr. Sahminan Siregar, SE 階層研修課評価班長 

 

４．国内実施研修等研修修了生 

Drs. HM Bakri Kadir 南スラウェシ、ボネ県人口・住民振興課長 

Mr. Amir Sadi, SH 南スラウェシ、ボネ県、LP2M(NGO)調整員 

Ahmad Haris, S.Sos 南スラウェシ州人材育成局職員 

Mr. Edrin Saleh Nuhung  南スラウェシ、マロス県行政管理課職員 

Ms. Helmiaty  南スラウェシ、CWS(NGO)プログラム・オフィサー

Mr. Holleng HB 南スラウェシ、マロス県、マットアンジン村長 

Dra.Wadjarni Prasadjati Rasdan ジョクジャカルタ州開発企画局データ・R&D・広域

協力課長 
Drs. Yasin Torora 南東スラウェシ州クンダリ県開発企画局長 

Drs. Adi Purwanto, MM 中央ジャワ、ブロア県村落行政担当課長 

Drs. Sutrisno ジョクジャカルタ、スレマン県助役 

Drs. Shamse Alam 南スラウェシ、マロス県開発企画課長 

Drs. Suyoto ジョクジャカルタ、バンツル県開発企画課長 

Drs. Gandhi D Tambunam 北スマトラ州投資促進局長 

Dra. Rahajeng Purwianti 内務省人事局労働規律課長 

Theo Simanjuntak, SE 北スマトラ州分析・人事調整課長 

Mr. R.E. Naingolan 北スマトラ州情報通信局長 

Dr. Efendi Napitupulu メダン大学講師 

MHD. Ridha Haykal Amal, Msi 北スマトラ州社会振興庁職員 

Agus Adhy Saputra, SH 北スマトラ州開発企画局インフラ課職員 

A’Arony Daeli, SH 北スマトラ州研修所評価課長 

David Trimei Sinulingga 北スマトラ、カロ県教育・訓練課長 

Drs. H. Done Ali Usuman 北スマトラ州研修所講師・調整員 

Drs. Mahyuddin Sukri 北スマトラ、コタ市南ビンジャイ郡長 

Drs. H Anhar A. Monel, MAP 北スマトラ、コタ市助役 
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